
長浜市告示第１１４号 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第２６０条の２第１項の規定に基づき、下記のとお

り地縁団体の認可をしたので、同条第１０項の規定に基づき告示する。 

 

令和６年３月１５日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

１ 名 称 

田部自治会 

 

２ 規約に定める目的 

次に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持と形成、

及び自治会員の生活向上に資することを目的とする。 

①地域社会の振興発展 

②区域住民の福祉の充実 

③区域内の住民相互の交流と意思疎通の促進 

④長浜市からの連絡・住民サービスの周知徹底 

⑤美化・清掃・除草活動等、区域内の環境の整備 

⑥防災体制の維持強化 

⑦人権意識の向上 

⑧集会所・消防詰所・農村公園の維持管理 

 

３ 区 域 

長浜市木之本町田部及び長浜市高月町井口のうち、別紙のとおりとする。 

 

４ 事務所 

事務所は、長浜市木之本町田部５番地３、田部集会所に置く。 

 

５ 代表者の氏名及び住所 

氏名 中嶋 健夫 

住所 長浜市木之本町田部１７７番地 

 

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

無し 

 

７ 代理人の有無 

無し 

 



８ 規約に定める解散の事由 

無し 

 

９ 認可年月日 

令和６年２月７日 


